
・ 女性研究者の割合はここ１０年で順調に増加しているが、研究者全体の割合は１割程度。米国、欧州等の諸外国と比べ、我が
国の女性研究者の割合はかなり低い（図表４－１、４－２）。理工系において特に少なく、助手から教授まで段階が上がるにつ
れて女性の割合が少なくなっている。（図表４－３）

・ 大学における外国人教員は３年間で若干増加しているが、教員総数に占める割合は約3.5％と低く、横ばい。（図表４－６）

• 男女共同参画の観点から、女性の研究者への採用機会等の確保及び勤務環境の充実を促進する。

• 研究にかかわる在宅での活動を支援する。期限を限ってポストや研究費を手当するなど、出産後の研究開発活動への復帰を
促進する方法を整備する。

• 優れた外国人研究者が我が国において活発に研究開発活動ができるようにする。

• 外国人研究者が定着するよう、処遇の改善等受け入れ態勢・環境の整備充実を図る。

■第２期基本計画のポイント

多様な研究者の活躍促進

■第２期基本計画の進捗状況

資料３－４
科 学 技 術 ・ 学 術 審 議 会

基本計画特別委員会（第３回)
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【人材委員会（平成１６年７月）】

・各大学・研究機関において、年齢や性別、国籍を問わず、各人の能力、業績を公正・適切に評価し、処遇に反映するシステムの整
備を進めることが期待される。

・競争的資金において、出産・育児に配慮した運用を行う。各大学・研究機関においては、組織毎の目標や理念、女性研究者の実
態等を踏まえ、男女共同参画促進のための体制整備や行動計画の策定等の取組が期待される。
・ 優れた外国人研究者を惹きつける世界トップレベルの研究水準・研究環境の実現に向けた整備充実を促進する。
・ 外国人特別研究員制度の充実改善、優秀な留学生の受入を促進する。
・ 海外で自立した研究活動を経験した者が、我が国に戻って研究を継続しようとする場合に、十分なポストがない等の指摘がある。
海外での実績を積極的に評価し、処遇に反映することなどが必要である。

【総合科学技術会議フォローアップ（平成１６年５月）】

・ 国立大学法人等の研究機関における研究者に占める外国人研究者及び女性研究者の割合はそれぞれ3.5％及び約10％と低い
状況であることを踏まえ、各機関において積極的な取組を行う必要がある。
・ その際、実効性を上げるため、各機関内において数値目標の設定も含めた計画的な取組を行い、それらの取組が各研究機関の
評価に直接反映される仕組みを導入する必要がある。
・ 女性の研究者については、出産後職場に復帰するまでの期間に在宅での活動を支援するとともに、出産後の研究開発活動への
復帰を促進する方法を各研究機関において整備する必要がある。
・ 外国人研究者については、成果を挙げた研究者について能力に見合う処遇や住環境を含め生活環境の整備を図ることが必要。

【ヒアリング意見】

・ 性差による負担を認め、本当に優秀な女性に対しては支援をしていくべき。
・ 出産・育児と研究の両立の環境整備が必要。
・ 各大学・独法において、女性採用に関する数値目標を設定すべき。
・ 数値目標よりも、育児との両立支援が決定的な解決策ではないか。
・ （採用等の）「基準」を男性より下げることで、安易に女性研究者を増やすのではなく、研究業績評価が正当なものであることが女
性研究者に対する信頼や地位向上につながる。
・ 年齢による定年制は差別。問題は年齢ではなく能力。
・ 定年に達していても研究資金を獲得できれば、教授として在籍できるようにするか、研究の場所を提供すべき。
・ 米国のように外国人を招聘して活性化すべき。外国から優秀なポスドクを招聘することが重要。

多様な研究者の活躍促進
■人材委員会等におけるこれまでの提言
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○多様な研究者が活躍できる環境整備①

（１）女性研究者の活躍促進

１． 優れた研究者がその能力を最大限発揮することができるようにするため、国は引き続き競争的資金等における出

産・育児への配慮を行う。（出産・育児に伴い受給の一定期間の中断や期間延長を認める等）

２． 各大学・公的研究機関等が策定する次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画において、研究と出産・育児

等の両立支援について規定し着実な実施を図る。

３． 優れた研究人材の積極的登用の促進による科学技術の発展の観点からは、大学・公的研究機関における採用

について、特に女性の活躍が少ない分野においては、男女共同参画の趣旨も踏まえつつ、女性研究者の能力や業

績を公正・適切に評価して積極的に登用することが期待される。また、採用のみならず、昇進・昇格や意思決定機関

等への参画においても女性研究者を積極的に登用することを期待する。

４． 女性研究者の割合については、各機関や研究科等の組織ごとに、目標や理念、女性研究者の実態が異なるとこ

ろであるが、女性研究者の積極的採用を進めるため、各機関ごとに、当該分野の博士課程における女性の割合等

を踏まえつつ、各機関における女性の採用の数値目標の設定と達成状況の公開などの取組が期待される。国は、

各大学や公的研究機関における取組の状況を把握し、公表する。

■第３期基本計画において採るべき主要な方策（案）

多様な研究者の活躍促進

優秀な研究人材の確保や多様性向上によって我が国の研究活動に広がりや活力を与えるという観点から、女性研究者

や外国人研究者など、多様な研究者がその能力を最大限発揮し活躍できる環境整備を推進する。

（次ページに続く）
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○ 多様な研究者が活躍できる環境整備②

（２）外国人研究者や在外邦人研究者 【※本件に関しては第５回以降の「科学技術活動の国際展開」においても検討課題とする予定】

１． 外国人研究者を我が国の重要な研究人材と捉えて積極的に活用するため、優秀な外国人研究者や在外邦人研究者を

惹き付ける研究環境の形成や、我が国の研究ポストの公募や教育・研究環境に関する情報発信、生活環境の改善に向

けた取組等を政府をあげて推進する。（外国人特別研究員事業、経済的支援、子女の教育への配慮、出入国、在留に係

る優遇措置、我が国内でのインターンシップや就業機会の充実などの検討）

２． 我が国において研究に従事した外国人研究者が、帰国後も継続的なネットワークを構築できるように、同窓会活動など

の取組の充実を図る。

（３）優れた高齢研究者の能力の発揮

研究分野においては、創造性や柔軟性豊かな若手研究者の活躍を促進することが基本であり、年功主義を残し、能力

主義を徹底しないまま安易に雇用期間の延長等を行うことは、若手研究者の登用の機会を奪い、研究現場の活力を失

わせるおそれがある。一方、国際的に見て真に優秀と認められる研究者については定年後も競争的資金や外部資金等

の活用により何らかの形で研究を継続できるようにすることが重要である。また、定年後の研究者について、研究職以外

の分野でも、その能力や知見を活かして活躍できることが重要である。このため、各大学等における適切な取組を期待

する。

多様な研究者の活躍促進
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・我が国の高等教育卒業者数（短期大学を除く）および研究者数に占める女性の人数の割合は、ＯＥＣＤ各国の中で最低。

女性研究者の活躍状況①

① 高等教育卒業者に占める女性の割合（２００２年）

注）大学型高等教育（第１学位）：学士レベル
大学型高等教育（第２学位）：修士レベル
上級研究学位プログラム：博士レベル

資料：「図表でみる教育 ＯＥＣＤインディケーター（2004年版）」より作成

図表４－１ 女性研究者数等の現状

（出典：OECD, MSTI database, November 2003（2001 or latest available year））

50(%)

40

30

20

10

0

その他
高等教育機関
政府系機関
民間企業・研究開発機関

日
本

韓
国

オ
ー
ス
ト
ラ
リ

アス
イ
ス

チ
ェ
コ

フ
ラ
ン
ス

イ
タ
リ
ア

デ
ン
マ
ー
ク

ノ
ル
ウ
ェ
ー

ハ
ン
ガ
リ
ー

ト
ル
コ

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

ス
ペ
イ
ン

ポ
ー
ラ
ン
ド

ス
ロ
バ
キ
ア

ポ
ル
ト
ガ
ル

63 62
57 58 57

49

63

44 41
48

39

61
68

63

31

48 47 46 45 44 44 43 42 41 41 40 40 39 38 38 38 38

57
62 59

57
63 61 59

55
51

49
5356

66

55

66

53
58 58 57

55 54 52 55
50 48

53 54 53 53

39 34

90

42

65

26

52
45

2323

41 37 36 34 34 34

0    

10    

20    

30    

40    

50    

60    

70    

80    

90    

100    

イ
タ

リ
ア

フ

ィ
ン
ラ

ン
ド

ニ

ュ
ー

ジ
ー

ラ

ン
ド

ア

メ
リ
カ
合
衆
国

ス

ペ
イ

ン

ハ
ン
ガ

リ
ー

ポ
ー

ラ

ン
ド

オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア

フ
ラ

ン
ス

イ
ギ
リ

ス

デ

ン
マ
ー
ク

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン

ス

ロ
バ
キ

ア
共
和
国

ア
イ

ル
ラ

ン
ド

ア
イ
ス
ラ

ン
ド

メ
キ

シ

コ

オ
ラ

ン
ダ

ギ
リ
シ

ャ

オ
ー

ス
ト
リ
ア

ベ
ル
ギ
ー

ノ
ル
ウ

ェ
ー

ド
イ

ツ

チ

ェ
コ
共
和
国

ス
イ
ス

ト

ル

コ

韓
国

日
本

（％） 大学型高等教育
（第一学位）
大学型高等教育
（第二学位）
上級研究学位プログラム

② 研究者に占める女性の割合（２００２年）

※短期大学を除く。
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女性研究者の活躍状況②
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・女性研究者数は増加しているものの、研究者全体に占める割合は１０％程度にとどまっている。
・一般の会社などの正規職員と比べても、女性研究者の割合は低い。

① 女性研究者数及び比率の推移

資料：総務省統計局「科学技術研究調査報告」

出典：科学技術政策研究所「科学技術指標（平成１６年版）」

図表４－２ 女性研究者数の推移
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大学教員（本務）※教員調査ベース

うち理学・工学系

大学在学者（全体）

大学学部在学者

うち理学・工学系

大学院修士課程在学者

うち理学・工学系

大学院博士課程在学者

うち理学・工学系

特別研究員申請者(H11-15PD)

うち採用者(H11-15PD)

会社などの役員

会社などの正規職員

会社などのパート職員

女性の占める割合

資料：学校基本調査、学校教員調査、労働力調査等を基に文部科学省で作成。

② いろいろな指標における女性の割合
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女性研究者の活躍状況③ －女性研究者の割合と環境整備－
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・大学教員における女性の比率は、専攻により大きく異なる。助手－講師－助教授－教授となるにつれ割合が下がることは共通し
ている。理・工・農学系の学生数を見ると、学部段階ですでに女性の割合が低くなっている。

① 大学生・教員における女性の割合（平成１４年度）

（出典）学校基本調査、労働力調査全学部

理・工・農学系

② 大学教員における専攻別女性の割合（平成１４年度）

人数（人）
常勤研究者総数に

占める割合（％）

国立試験研究機関 ３０４人 13%
特定独立行政法人 ６８８人 8%
非特定独立行政法人等 １００人 5%

資料：学校基本調査を元に作成
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出典：科学技術基本計画（平成１３年度～１７年度）に基づく科学技術政策の進捗状況

※平成１６年１月１日現在

③ 国の研究機関等における女性研究者数

図表４－３ 各分野の女性研究者の割合
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研究と育児等の両立

・女性研究者が少ない理由として出産・育児等で研究の継続が難しいという意見が多い。
・次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）により、従業員３０１人以上を雇用する事業主は、次世代育成支援のため
の行動計画の策定・届出が義務づけられた。（３００人未満の場合は努力義務）

都河明子「科学技術分野における女性研究者の能力発揮」
（平成１３年度科学技術政策提言） より

出典：厚生労働省作成リーフレット

② 次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画について① 女性の研究者が少ない理由

出典：「我が国の研究活動の実態に関する調査（平成１４年度）」

図表４－４ 研究と育児等の両立

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

女性研究者の処遇（賃金・昇進等）が低い

女性を採用する受け入れ態勢が整備されていない

研究者のポストそのものが少ない

自然科学系の女子学生が少なく、
また女子学生の専攻学科に偏りがある

出産・育児・介護等で研究の継続が難しい

女性は、自然科学系の研究職への適性が低いから

女性は研究職に対する認識が低い

目指すべきロールモデルが少ない

よくわからない

その他

男性(平成14年度)[N=1303]

女性(平成14年度)[N=44]

男性(平成8年度)[N=1722]

女性(平成8年度)[N=108]
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研究分野における男女共同参画に関する主な提言

①「女性のためのチャレンジ支援方策の推進について」（抄）
平成１５年６月２０日 男女共同参画推進本部決定

③ ２１世紀の多様化する科学技術研究者の理想像
－男女共同参画推進のために－

平成１６年３月男女共同参画学協会連絡会

・育児休業など、仕事と家庭の両立に必要な休業を取得し
やすい環境作りが望まれる（特に大学等・公立研では早急
な対策が必要である）。また、過度の男女の役割分担を是
正するために、男性の家庭・地域社会へのコミットメント
を推進する必要がある。育児休業の取得などを通じてこう
した家庭・地域への貢献を推奨することを提案する。
・採用、昇進などの評価に際しては､性別による区別をさらに徹
底して排除すべきである。また、科学技術分野のように著
しく男女の均衡の崩れている分野では、女性比率が少ない
こと自体が女性の能力発揮を制限してしまう可能性があること
を、指導的立場にある人々は認識すべきである。
・各種の任期付ポスト（あるいは非常勤ポスト）において、
合理性のない年齢制限を撤廃すべきである。男女を問わず、
再チャレンジの重要なステップとしての活用に配慮する必
要がある。
・非常勤職の研究者の主体的に研究する自由を保障するた
めに、研究助成制度を拡充すべきである。特に、研究リ
ソースの配分で不利な立場に立つことの多い女性研究者へ
の一層の配慮を要望する。

「女性のチャレンジ支援策の推進に向けた意見」（平成
15年４月８日男女共同参画会議決定）に基づき、国連ナ
イロビ将来戦略勧告で示された国際的な目標である３
０％の目標数値や諸外国の状況を踏まえ、社会のあらゆ
る分野において、２０２０年までに、指導的地位に女性が占め
る割合が、少なくとも３０％程度になるよう期待する。そのた
め、政府は、民間に先行して積極的に女性の登用等に取
り組むとともに、各分野においてそれぞれ目標数値と達
成期限を定めた自主的な取組が進められることを奨励す
る。

○採用および昇進人事に当たって、男女構成のバランスを考
慮したポジティブ・アクション（注）を取り入れ、女性教員の採
用､昇進を積極的に推進することが望ましい。

○将来の研究者の養成機関である博士課程における女性比
率を基準にし、2010年までに国立大学の女性教員比率（助
手・非常勤講師を含めず）を20％に引き上げることを達成目
標として設定することが適切である。

○各大学の組織全体または学内の単位組織の評価（自己評
価、外部評価）に当たっては、女性教員比率、過去からの
変化、目標達成度、努力の程度等を評価項目として入れる。

②国立大学における男女共同参画を推進するための提言（抄）
平成１２年５月１９日 国立大学協会

（注）「ポジティブ・アクション」は、「積極的改善措置」を指す。これは、「機会
に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいず
れか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。」（男女共同参
画社会基本法第二条第一項第二号）

図表４－５ 研究分野における男女共同参画に関する主な提言（抜粋）

９



外国人研究者の活躍状況 －外国人研究者数の推移－

・外国人研究者の割合は、年々増加し平成１４年（２００２年）では研究者総数に占める割合が１．４％となっている。
・大学の外国人教員数は増加しているが、割合は横ばい。

②大学における外国人教員数①外国人研究者数と研究者総数に占める割合の推移

③国の研究機関等における外国人研究者数

研
究
者
総
数
に
対
す
る

外
国
人
研
究
者
数
の
割
合

「
研
究
」
及
び
「
教
授
」
数

注 ：外国人研究者とは在留資格が「教授」(大学若しくはこれに準ずる機関または高等専
門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動）の者と「研究」(公私の機関との
契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動）の者の合計である。

資料：法務省「在留外国人統計｣、総務省「科学技術研究調査報告」

出典：文部科学省科学技術政策研究所「科学技術指標（平成16年版)」

文部科学省調べ

人数（人）
常勤研究者総数に

占める割合（％）

国立試験研究機関 ６人 0.3%
特定独立行政法人 １１２人 1.4%
非特定独立行政法人等 １４人 0.7%

※平成１６年１月１日現座

外国人／教員総数 外国人／教員総数 外国人／教員総数外国人教員数 外国人教員数 外国人教員数
平成１３年度

0.9％

0.5％

平成１４年度 平成１５年度

（国立0、公立0、私立2）

２人
（国立0、公立0、私立6）

６人

７９８人
（国立611、公立115、私立1,042）

１，７６８人
9.1％

2.1％

（国立1,647、公立367、私立3,192）

５，２０６人
3.4％

（国立495、公立54、私立249）

講師

助手

計

学長

副学長

教授

５人
（国立0、公立0、私立5）

１人

助教授
（国立426、公立114、私立880）

１，４２０人
（国立115、公立84、私立1,013）

１，２１２人
2.0％

4.0％

（国立0、公立0、私立1）

１，２６６人
（国立134、公立82、私立1,050）

１，４５７人
（国立408、公立112、私立937）

１，７８１人
（国立602、公立105、私立1,074）

７７６人
（国立466、公立46、私立264）

５，２８６人
（国立1,610、公立345、私立3,331）

0.7％

0.2％

2.1％

4.0％

9.0％

2.1％

3.4％

５人
（国立0、公立0、私立5）

２人
（国立0、公立0、私立2）

（国立563、公立101、私立1,127）

７８８人
（国立463、公立31、私立294）

１，２９３人
（国立129、公立82、私立1,082）

１，５２４人
（国立451、公立117、私立956）

５，４０３人
（国立1,606、公立331、私立3,466）

0.7％

0.4％

2.1％

4.1％

9.0％

2.1％

3.5％

１，７９１人

出典：学校基本調査

図表４－６ 外国人研究者の状況

外国人研究
者の割合
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